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事業場名

 SafeworK 向上宣言
🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

宮城労働局・各労働基準監督署、中央労働災害防止協会東北安全衛生サービスセン
ター、建設業労働災害防止協会宮城県支部、陸上貨物運送事業労働災害防止協会宮
城県支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部、林業・木材製造業労働
災害防止協会宮城県支部、公益社団法人宮城労働基準協会

「SafeworK向上宣言」は、宮城労働局及び県内の各労働基準監督署のほか、上記の関係団体が運営しています。

「安全はすべてに優先する」を第一に健康で働きやすい職場の実現に取

り組み、労働災害の撲滅を図ります。

・全社的にリスクアセスメントを実施し、災害（工事事故、交通事故

等）の排除に努め、職場環境の改善を推進します。

・作業手順書に則り、毎日の作業計画書を作成し、予定外作業や省略行

動を排除します。

従業員一同は、社長のＳａｆｅＷｏｒｋ向上宣言に基づき、事故の撲滅

を図り、安全作業を行います。

・ヒューマンエラー対策として、作業前の打合せを行います。

・予定外作業が発生した場合、作業計画書に追記し周知します。

物損公衆事故（架空線、地下埋等の破損）対策として、事前調査を実施

いたします。


